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（１－３）ＩoＴ投資の抜本強化（コネクテッド・インダストリーズ税制の創設） 
                                       （所得税・法人税・法人住民税・事業税） 

 一定のサイバーセキュリティ対策が講じられたデータ連携・利活用により、生産性を向上させる取組について、
それに必要となるシステムや、センサー・ロボット等の導入に対して、特別償却30％又は税額控除3％（賃
上げを伴う場合は5％）を措置。 

 事業者は当該取組内容に関する事業計画を作成し、主務大臣が認定。認定計画に含まれる設備に対して、
税制措置を適用（適用期限は、平成32年度末まで）。 

新設 

0 

課税の特例の内容 

【対象設備の例】 
 データ収集機器（センサー等）、データ分析により自動化する 
ロボット・工作機械、データ連携・分析に必要なシステム（サーバ、 
ＡＩ、ソフトウェア等）、サイバーセキュリティ対策製品    等 

【計画認定の要件】 
 ①データ連携・利活用の内容 
  ・社外データやこれまで取得したことのないデータ 
   を社内データと連携 
  ・企業の競争力における重要データをグループ 
   企業間や事業所間で連携 
 ②セキュリティ面 
  必要なセキュリティ対策が講じられていることを 
 セキュリティの専門家(登録セキスペ等)が担保 
 ③生産性向上目標 
  投資年度から一定期間において、以下のいずれ 
 も達成見込みがあること 
  ・労働生産性：年平均伸率２％以上 
  ・投資利益率：年平均15％以上 

 認定された事業計画に基づいて行う設備投資に 
 ついて、以下の措置を講じる。 

※ 

最低投資合計額：5,000万円 

※ 計画の認定に加え、平均給与等支給額の対前年度増加率≧３％
を満たした場合。 


	（１－３）ＩoＴ投資の抜本強化（コネクテッド・インダストリーズ税制の創設）�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（所得税・法人税・法人住民税・事業税）

